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藤 沢 市 農 業 委 員 会 総 会 会 議 録  

 

 藤沢市農業委員会総会を令和５年１月２５日（水）、本庁舎５階 ５－１・５－２会

議室に招集する。 

出席委員は、次のとおり 

 １番 井 上 哲 夫 １７番 吉 川   誠 

 ２番 三 上 健 一 １８番 櫻 井 一 雄 

 ４番 齋 藤 義 治 １９番 宮 治 時 男 

 ５番 小 林 正 幸 ２０番 佐 川 俊 夫 

 ６番 飯 田 芳 一 ２２番 澤 野 孝 行 

 ７番 上 田 洋 子 ２３番 平 川 勝 昌 

 ８番 加 藤 義 一 ２４番 神 﨑 享 子 

 ９番 田 代 惠美子 ２５番 福 岡 則 夫 

１１番 山 口 貞 雄 

 

１２番 加 藤   登 

１３番 西 山 弘 行 

１４番 漆 原 豊 彦 

１５番 落 合 喜 治 

 

欠席委員は、次のとおり 

 ３番 井 出 茂 康 １０番 吉 原   豊 

１６番 北 村 利 夫 ２１番 佐 藤 智 哉 

 

農業委員会事務局職員の出席は、次のとおり  

事務局長 村 山 勝 彦   主幹 草 柳 真 治       上級主査 大 西 裕 輝 

事務職員 松下 翔太郎    
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委員会の日程は、次のとおり 

 

日程第 １ 議案第 ６６号  農地法第３条の規定による許可申請について  

日程第 ２ 議案第 ６７号 農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ３ 議案第 ６８号 非農地証明願について 

日程第 ４ 議案第 ６９号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について  

日程第 ５ 議案第 ７０号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

について 

日程第 ６ 報告第 １９号 農地の貸借の合意解約通知について  

日程第 ７ 議案第 ７１号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の申し

出について 

日程第 ８ 議案第 ７２号 農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法に基

づく農用地利用集積計画の決定について  

日程第 ９ 報告第 ２０号 藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告につ

いて 

日程第 １０ 議案第 ７３号 農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議について  

  



3 

 

開会 午後２時３３分 

 

事務局（村山勝彦事務局長） それでは、お待たせいたしました。定刻を少し過ぎて

おりますが、ただいまから「藤沢市農業委員会総会」を開催いたします。 

本日の委員の出席状況を申し上げます。委員の総数２５名、出席者数２１名

でございます。 

 それでは、初めに齋藤会長から御挨拶をお願いいたします。 

会長（齋藤義治委員） 皆さん、こんにちは。新年最初の総会ということで、本年も

どうぞよろしくお願いをいたします。  

また、委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中を総会にお集まりい

ただきまして、まことにありがとうございます。 

    年末から年始にかけて、お天気にも恵まれまして、非常に穏やかな新年を迎

えたはずでございますけれども、新年と言いますと、皆様方、各家庭でいろい

ろな行事と言いますか、正月の飾り付けなどがあるわけですが、それも、コロ

ナ禍ということもありまして、かなりいろいろなことが中止になっていたり、

省略されていることもあると思いますけれども、そういう中にあっても、お飾

りをつくってお供えをしている御家庭も多いと思います。  

我が家でも実は、今は、餅つきはしませんけれども、お供えをスーパーで買

ってきまして、神棚に上げていますが、今年は大変驚いたことがございました。 

そのお供えを、鏡開きで食べましたけれども、そのお供えを開けたときに、

実は、最近の食料品というと、大概賞味期限が書いてありますが、賞味期限が

１２月２６日になっていたんですね。これは、期限が過ぎたかなと思って、よ

くよく見たら、２０２３年の１２月２６日でした。餅の賞味期限が２０２３年

１２月２６日というと、１年間あるわけです。 

かつて家で餅つきをしてお供えをつくっていたときには、鏡餅を割るときに

は、大概青カビがついて、包丁で削ったりして食べたような記憶がありますけ

れども、その餅が１年間もつというので、これは防腐剤がいっぱい入っている

のではないかと思ったんですが、防腐剤は一切入っていないということです。 
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それで、最近の流行りで、ネットで調べました。そうしましたら、その製造

方法がいろいろ書いてありましたけれども、餅をつくのに、工場で無菌室をつ

くっているらしいです。クリーンルームというやつです。クリーンルームの中

で餅をついて、パックして、それで出しているらしいのですが、そうすると、

その餅の中には雑菌が一切入らないというのが、今の製法らしいんですね。で

すから、餅の中からカビが出てくることは、まずないというのが、今の製法ら

しいです。 

それをいろいろ考えますと、農産物の賞味期限というのは非常に短いのです

が、こういう技術がどんどんどんどん進んで、例えば夏につくったトマトやキ

ュウリを、真冬まで収穫したときと同じような状況に置けるような技術も、そ

ろそろできるのではないかというふうなことを、その餅を目にして感じました。 

そのほかに牛乳などは脱脂粉乳にしたり、何かいろいろと長期間保存するこ

ともできているようですが、これからは、農産物の保存方法もかなり変わって

くるのではないかということを、お供えの餅を見て感じました。そういうこと

を感じながら新しい年を迎えました。  

それでは、ただいまから１月の総会を開催いたします。よろしくお願いを申

し上げます。 

事務局（村山勝彦事務局長） ありがとうございました。 

これより議事に入りますが、藤沢市農業委員会総会会議規則第５条の規定に

基づき、齋藤会長に議長をお願いいたします。 

議長（齋藤義治委員） それでは、しばらくの間、議長を務めさせていただきます。  

 なお、本会議を公開することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） 事務局、本日の傍聴人はいらっしゃいますか。 

事務局（草柳真治主幹） いらっしゃいます。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

    傍聴人を中へお願いいたします。  

―傍聴人３名 入室― 
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議長（齋藤義治委員） それでは、傍聴人の方に申し上げます。  

    傍聴人の方におかれましては、ルールに従いまして傍聴していただくよう、

よろしくお願いを申し上げます。  

それでは、これより会議を開きます。 

 なお、議事録署名人につきましては、議席番号順になっておりますが、１３

番の西山弘行委員と１４番、漆原豊彦委員の御両名にお願いをいたします。  

それでは、これより議事に入ります。 

日程第１、議案第６６号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

なお、本議案、番号２については、農業委員等の案件になっておりますので、

農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限により、対象委員は、し

ばらくの間、退席を願います。  

（対象委員 退席） 

それでは、本議案、番号２について、事務局の説明を求めます。 

大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） それでは、事務局よりご説明をさせていただきます。 

地区、六会・長後。番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、３

名。所有面積、耕作面積、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、西俣野。地目、田現況畑。地積、５６５㎡。権利の種類、売

買による所有権移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、

譲受人の要望による。 

以上で、説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号２について意見を求めます。  

    １２番、加藤 登委員。 

１２番（加藤 登委員） 資料は３ページをお開きください。 

本件の申請地は、「花應院」から南東に約１５０ｍの農地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  
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譲受人は、西俣野と亀井野に農地を所有し、植木苗等の生産により農業経営

を行っています。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地については、植木苗等を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、議案第６６号、番号２について、

許可することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

それでは、議案第６６号、番号２について、許可することに決定をいたしま

す。 

   退席している委員の入室をお願いいたします。  

（対象委員 入室） 

  続きまして、番号１及び番号３について、事務局の説明を求めます。  

  大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） それでは、説明をさせていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。従事者、

２名。所有面積、耕作面積、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、記載のとおり。

当該農地、地番、宮原。地目、畑。地積、７３７㎡。権利の種類、所有権、売

買による移転。申請理由、譲受人、農業経営規模拡大のため。譲渡人、譲受人

の要望による。 

続きまして、地区、六会・長後。番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。

従事者、２名。所有面積、耕作面積、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、記載
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のとおり。当該農地、地番、長後、３筆。地目、いずれも畑。地積、合計８４

３㎡。権利の種類、所有権、売買による移転。申請理由、譲受人、農業経営規

模拡大のため。譲渡人、譲受人の要望による。 

以上で説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。 

    １７番、吉川委員。 

１７番（吉川 誠委員） 資料は１ページをお開きください。  

本件の申請地は、県道 丸子・中山・茅ヶ崎線にあります「宮原南」交差点か

ら北西に約１００ｍの土地になります。 

    地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。 

譲受人は、宮原で植木の生産等により農業経営を行っています。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とでございます。 

申請地については、植木を生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号３について意 

見を求めます。 

    １番、井上委員。 

１番（井上哲夫委員） 資料は５ページをお開きください。 

本件の申請地は、引地川にかかる「長後橋」から北西に約５００ｍの土地に

なります。 

地区協におきまして、譲受人と面談いたしました。  
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譲受人は、長後に農地を所有し、露地野菜や果樹の生産により農業経営を行

っています。 

このたび、農業経営規模拡大を図るため、当該農地を新たに取得するとのこ

とです。 

申請地については、ブドウを生産する計画です。 

地区協の意見といたしましては、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たすものと考えております。  

    以上であります。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第６６号、番号１及び番号３について、許可することに御異議はござい

ませんか。 

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６６号、番号１及び番号３について、許可

することに決定をいたします。  

    次に移ります。 

 日程第２、議案第６７号「農地法第５条の規定による許可申請について」を

上程いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） それでは、御説明をさせていただきます。 

地区、御所見・遠藤。番号１。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、

住所氏名、記載のとおり。経営面積、記載のとおり。耕作者、住所氏名、同左

人。当該農地、地番、打戻。地目、畑。地積、２５６㎡。内容、使用貸借権設

定。転用目的、自己住宅。農用地区域除外日、昭和５９年４月２０日。農地種

別、第１種農地。 
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続きまして、番号２。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。経営面積、記載のとおり。耕作者、住所氏名、同左人。当該農

地、地番、宮原、３筆。地目、２筆が畑、１筆が宅地現況畑。地積、合計８２

７．４２㎡。内容、所有権移転。転用目的、建売住宅、他に宅地を含む。農用

地区域除外日、昭和５３年７月１５日。農地種別、第３種農地。 

続きまして、番号３。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。経営面積、記載のとおり。耕作者、住所氏名、同左人。当該農

地、地番、宮原、２筆。地目、いずれも畑。地積、合計２，６８５㎡。内容、

所有権移転。転用目的、資材置場及び駐車場。農用地区域除外日、平成２年３

月３１日。農地種別、第３種農地。  

続きまして、番号４。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。経営面積、記載のとおり。耕作者、住所氏名、同左人。当該農

地、地番、遠藤。地目、田現況畑。地積、３３０㎡。内容、所有権移転。転用

目的、車両置場。農用地区域除外日、昭和５９年４月２０日。農地種別、第３

種農地。 

続きまして、番号５。譲受人、住所氏名、記載のとおり。譲渡人、住所氏名、

記載のとおり。経営面積、記載のとおり。耕作者、住所氏名、同左人。当該農

地、地番、遠藤、３筆。地目、いずれも畑。地積、合計８２３㎡。内容、所有

権移転。転用目的、資材置場及び駐車場。農用地区域除外日、昭和５９年４月

２０日。農地種別、第２種農地。  

以上で、説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。 

    １４番、漆原委員。 

１４番（漆原豊彦委員） 資料は７ページをお開きください。 

本件の申請地は、市道 遠藤・宮原線にある「榎戸」交差点から南に約８０ｍ

の土地になります。 

    農地の区分は、一団の農地が１０ヘクタールを超えているため、「第１種農
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地」と判断いたしました。 

第１種農地は、原則転用不可ですが、集落に接続して建てられる住宅につい

ては、例外的に許可できるものとなります。  

    譲受人は、現在、両親及び子と同居しておりますが、夫と、もう一人の子は、

仕事などの都合上、海外に居住しております。 

住環境が整い次第、日本で居住する予定であり、家族が４人で、現在の間取

りでは手狭な状況であるため、住居の建築を計画していたところ、本家に近い

申請地が、分家住宅の建築地として最適と考え、分家住宅の建築敷地として転

用を行うものです。 

申請地は道路に囲まれており、東側の道路は、建築基準法第４２条２項の道

路であるため、セットバックします。  

また、申請地は、東側の道路より高いため、切土を行い、３０度以下の法面

処理とし、土砂等の流出を防ぎます。  

西側の道路との境界には道路構造物があるため、これを利用し被害防除とし

ます。南側の道路との境界については、高低差がないため、被害防除を行わな

いこととします。 

また、敷地内は、東側の道路後退部分のみ砂利舗装で、その他は転圧のみと

し、雨水については、浸透マスを設置し、敷地内浸透処理とします。汚水につ

いては、合併浄化槽を新設します。  

    地区協において、譲受人の代理人と面談し、隣接地に影響がないよう十分配

慮することなどについて指導いたしました。 

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

１７番、吉川委員。 
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１７番（吉川 誠委員） 資料は１０ページをお開きください。 

本件の申請地は、県道 丸子・中山・茅ヶ崎線にある「宮原」交差点から南西

に約２５０ｍの土地になります。 

    農地の区分は、建築基準法の道路に接しており、水道管及び汚水管が埋設さ

れており、近隣には藤沢御所見病院と御所見総合クリニックがあるため、「第

３種農地」と判断いたしました。 

譲受人は不動産業を営んでおり、住宅の需要が高まっていることから、隣接

している道路には水道管と汚水管が埋設されており、開発行為の許可基準を満

たす申請地を、建売住宅５棟へ転用するものでございます。  

なお、開発に伴い、道路を敷設し、市へ帰属予定となっております。  

申請地は、北側が宅地、東側が宅地及び道路、西側と南側は畑及び住宅にな

ります。 

各住宅の出入口を除く部分に、地上高約１０㎝になるよう２～３段のコンク

リートブロックを設置し、被害防除とします。 

また、敷地内は転圧処理し、雨水については、浸透施設を設置し、汚水につ

いては、公共下水道施設に接続し、処理します。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地に影響がない

よう十分配慮することなどについて指導いたしました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） それでは、他に意見、質問はございませんか。 

    １番、井上委員。 

１番（井上哲夫委員） これは、５棟建てるということですが、この図面を見ると、

道路は４ｍぐらいあるんですかね、何か狭いんだけれども、この辺は、工事に

支障は来さないのかどうかということを、確認されたのでしょうか。 

議長（齋藤義治委員） 道路の確認ですけれども、事務局、わかりますか。  

事務局（大西裕輝上級主査） 東側の道路ということですよね。  

１番（井上哲夫委員） 東側になるね。これは何メーターですか。  

事務局（大西裕輝上級主査） ここは、２項道路となっていまして、ここの前面はセ
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ットバックしているので４ｍございます。  

議長（齋藤義治委員） 吉川委員は、補足で何かありますか。  

１７番（吉川 誠委員） 今、質問の意味をちょっと勘違いしておりまして、この５棟

が建つ建物に向かっての――今、事務局がおっしゃったように、東側の道路は、

幅４ｍの道路になっております。それで、地区協の意見は、これは余計なこと

ですが、通学路であるので注意してほしいということも申し伝えました。  

    それで、この宅地、５棟が建つというところの、西に向かっての道路、黒く

なっていますけれども、これは、宅地としての整備を終わった段階で、新たな

道路として市に移管するという話を伺っておったものですから、そのことを伝

えようと思いました。 

議長（齋藤義治委員） はい。 

    道路に関しては、よろしいですか。  

１番（井上哲夫委員） わかりました。ただ、これは、図面の長くなっているところ

は、市に移管するということですか。 

議長（齋藤義治委員） 大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） そうですね。開発区域内の道路については、市の基準

に則って道路整備するような形で、開発完了後には、市に帰属されることとな

っております。 

１番（井上哲夫委員） それに接続されている東側の道路は、大分長くて、この工事

に当たって、両方から入ったって、結構あるかなという感じがするんですけれ

ども、この辺は、気をつけてやるように指導していただきたいと思います。  

事務局（大西裕輝上級主査） はい、わかりました。 

議長（齋藤義治委員） 神﨑委員。 

２４番（神﨑享子委員） 基本的なところの質問で、済みません。 

    第３種農地ということで、調整区域なのに、建売住宅ができるということで、

調整区域で、どうしてできるのでしょうかというところですが、既存の住宅が、

多分建っていたのだと思いますが、既存の住宅は、何で建つようになったので

しょうか。そして、その広さと、新しく建てるところの、何軒も建つ建売にな
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るようですけれども、その辺の適合性を教えてください。  

議長（齋藤義治委員） 大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） 事務局から御説明させていただきます。  

    こちらは調整区域で、通常は、建物は建てられないところにはなりますけれ

ども、都市計画の区分の線引き前から、こちらについては宅地、庭敷地として

供されていたというところで、市の開発業務課の判断で、こちらについては既

存宅地の要件があるという判断になりまして、農地法としても、こちらの農地

種別は「第３種農地」ということですので、建売住宅に転用ができることとな

っております。 

    もともと何棟建っていたかというのはわからないのですが、恐らく１棟建っ

ていて、あと附属物だとか、そういうものがもしかしたら建っていたのかもし

れないのですが、そこの過去の話はわからないというところにはなってしまい

ます。 

議長（齋藤義治委員） よろしいですか。 

２４番（神﨑享子委員） はい。 

議長（齋藤義治委員） 山口委員。 

１１番（山口貞雄委員） 今の関連のことですけれども、これだけの規模の開発をさ

れるということは、もともと建蔽率の関係で、戸数が建てられるのかなと、そ

れは間違ないですか。 

議長（齋藤義治委員） 大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） 今回、新たに建てる宅地については、建蔽率、容積率

を守って、基準に合わせて建てれば何棟でも建てられるというところで、その

基準に沿って、今回計画として５棟建てるということで上がってきているもの

になります。 

１１番（山口貞雄委員） もとの面積というのはどのぐらいでしょうか。  

事務局（大西裕輝上級主査） 今回の計画の全体の面積としては９９３．６９㎡、こ

ちらが開発区域になっておりまして、開発道路は２１７㎡、拡幅道路部分が２．

６４㎡残りの部分で５棟の宅地に供するというような形となります。  
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１１番（山口貞雄委員） わかりました。 

議長（齋藤義治委員） これは、多分建築指導課のほうの条件が整えば、面積に対し

てどのぐらいの家が建つかということは、建築指導課の話だと思います。  

    ですから、前もって建っていた建物に対して、その面積を適用するというこ

とはなくて、あくまでも、この開発された土地がどのぐらいかということで建

築棟数、建築面積は決まってくると思いますが、それでよろしいですか。  

    草柳主幹。 

事務局（草柳真治主幹） 補足しますと、こちらは建築指導課ではなくて開発業務課

になります。 

議長（齋藤義治委員） 開発業務課ですね。 

事務局（草柳真治主幹） 開発業務課になりまして、これと同じ図面――農地法の許

可と同時に開発のほうでも許可が必要になってきまして、これについては、開

発業務課で手続きをして、同じような図面を出しています。  

    それで、開発のほうの基準に則って建蔽率等を計算して、この５棟が建つと

いうことになってきますので、開発のほうもクリアするという前提で農地法も

許可をするということになります。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） よろしいですか。 

１１番（山口貞雄委員） はい。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

    福岡委員。 

２５番（福岡則夫委員） よくわからないのですが、ここに、今３筆が出ていますけ

れども、この３筆とも既存宅地の要件があるということですよね。――３筆で

はなくて２筆ですかね。 

議長（齋藤義治委員） 大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） おっしゃるとおりです。 

２５番（福岡則夫委員） 真ん中の筆も同じですか。 

事務局（大西裕輝上級主査） こちらについては、もともと農道という扱いで、今回、
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合わせて農地転用の開発区域に含まれて農地転用ということで、こちらについ

ても既存の宅地要件ありということで判断しているということを聞いておりま

す。 

２５番（福岡則夫委員）  はい。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、続きまして、番号３

について意見を求めます。 

    １７番、吉川委員。 

１７番（吉川 誠委員） 資料は１７ページをお開きください。 

本件の申請地につきましては、「御所見市民センター」から西に約２００ｍ

の土地になります。 

    農地の区分につきましては、３００ｍ以内に御所見市民センターがあるため、

「第３種農地」と判断いたしました。  

    譲受人は、土木工事業等を営んでおり、事業規模拡大により、現在使用して

いる資材置場等では手狭になることから、規模に見合う適地を探しており、規

模的にも都合がよく、業務エリアにアクセスしやすい申請地が適地であると判

断したとのことでございます。 

申請地は、北側が道路、東側が農地、宅地及び雑種地、南側は道路、西側は

農地及び宅地になります。 

出入口は、北面で、東側及び西側の農地、南側の道路との境界には、地上高

約２０㎝になるようにコンクリートブロック２段を設置し、土砂等の流出を防

ぎます。それ以外の部分は、既存の土留めがありますので、それを利用し、被

害防除とします。 

敷地内は、砕石敷きにして転圧処理し、雨水につきましては、敷地内浸透処

理とします。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地や宅地等に影



16 

 

響がないよう十分配慮することなどについて指導いたしました。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

    井上委員。 

１番（井上哲夫委員） この土木業者というのは、東京都の羽村市ということで、用

田とは大分距離があるんだけれども、この業者は、地元で土木事業、仕事を、

かなりやっている業者だということでしょうかね。  

議長（齋藤義治委員） 大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） こちらの業者さんについては、今現在、東京方面を基

盤として、日の出町に拠点を構えているというところで、そこは、住宅の多い

区域で、狭くて資材とか車両を置ききれないというような現状がありまして、

近年、神奈川県での依頼がふえているというところで，こちらの湘南地区を車

両の基地、拠点として業務拡大を図っていきたいということで上がってきてい

ると聞いております。 

１番（井上哲夫委員） この業者は、自分で自ら使うということですね。どこか第三

者の業者に貸すとか、そういうことではないわけですね。  

事務局（大西裕輝上級主査） その業者さんが使うということで聞いております。  

１番（井上哲夫委員） わかりました。 

議長（齋藤義治委員） 他に、意見、質問はございませんか。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号４について意

見を求めます。 

１８番、櫻井委員。 

１８番（櫻井一雄委員） 資料は１９ページをお開きください。 

本件の申請地は、市道 辻堂駅・遠藤線にある「宝泉寺前」交差点から南東に

約１００ｍの土地になります。 

    農地の区分は、建築基準法の道路に接しており、水道管及び汚水管が埋設さ
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れており、近隣には大黒橋小公園と青木歯科医院があるため、「第３種農地」

と判断いたしました。 

譲受人は中古車の買取・販売を行っており、事業規模拡大により、現在使用

している車両置場では手狭になることから、規模の見合う適地を探しており、

規模的にも都合がよく、事務所からのアクセスもよいため、申請地が適地であ

ると判断したとのことです。 

なお、転用許可後、現在使用している車両置場は、貸主に返還する予定との

ことです。 

申請地は、西側が道路、その他が農地になります。  

出入口は西側で、歩道の切り下げを行うため、市の道路管理課と協議及び申

請を行っていることを確認しております。その他の農地に接している部分につ

いては、地上高約３０㎝になるよう３段のコンクリートブロックを設置し、土

砂等の流出を防ぎます。 

敷地内は砕石敷きして転圧処理をし、雨水については、敷地内浸透処理とし

ます。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、周辺に残る農地に影響がない

よう十分配慮することなどについて指導いたしました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号５について意

見を求めます。 

    １８番、櫻井委員。 

１８番（櫻井一雄委員） 資料は２１ページをお開きください。  

申請地につきましては、県道 遠藤・茅ヶ崎線にある「松原」交差点から北西

に約２００ｍの土地になります。  

    農地の区分は、農用地区域外であり、第１種農地及び第３種農地のいずれの
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要件にも該当しないため、「第２種農地」と判断しました。  

譲受人は建設業及び解体業を営んでおり、現在、横浜市内に資材置場及び駐

車場を借り受けておりますが、当該用地は、貸主の都合で返還しなければなら

ず、業務エリアの各方面にアクセスしやすい本申請地を代替地として転用する

ものです。 

申請地は、北側が山林、東側が宅地、西側が、先月の総会で資材置場及び駐

車場への転用許可の申請があった農地、南側が道路になっております。  

出入口は南側で、出入口部分を除く南側と北側については、単管パイプ及び

地上高５０㎝から１ｍになるよう安全鋼板を設置し、土砂等の流出を防ぎます。 

また、東側の宅地との境に、既存の安全鋼板があり、西側には、隣接地の転

用時に安全鋼板を設置する予定であり、それぞれ利用し、被害防除とします。  

敷地内は転圧し、砂利敷きとし、雨水については、敷地内自然浸透処理とし

ます。 

    地区協においては、譲受人の代理人と面談し、隣接地に影響がないよう十分

配慮することなどや、安全な車両の通行を心掛けるよう指導しました。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見、質問はございませんか。  

    １３番、西山委員。 

１３番（西山弘行委員） 今の用地種別ですけれども、２番から４番までは第３種農

地と判断、５番については、第１種、第３種ではないので、第２種農地と判断

と言われていましたが、これは、第１種農地、第２種農地、第３種農地と線引

きはしていないんですか。 

議長（齋藤義治委員） 大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） 事務局から説明させていただきます。 

    農地の種別、第１種、第２種、第３種とありますけれども、線引きはしてい

なくて、農地の広がりが、１０ヘクタール以上あると第１種農地、それ未満で

あれば第２種農地という形にはなるんですけれども、あと第３種農地の要件と

しては、基本的な要件は前面の道路に下水、水道、ガス、こちらの２管が入っ
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ていて、かつ周辺５００ｍ以内に市街化の指標となる公園だったり幼稚園、保

育園、小学校、中学校、病院とか、そういったものがあれば第３種農地として、

広がりがあるところでも、そういう判断になるというところになります。  

    以上です。 

１３番（西山弘行委員） ということは、外堀から埋めていけば、１種は２種になり、

２種は３種になるということもあり得るということですか。 

議長（齋藤義治委員） 大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） おっしゃるとおり、農地に広がりが、どこかで、時代

の経過とともに途切れて、広がりがなくなれば、第１種から第２種農地になり

得るということにはなります。  

１３番（西山弘行委員） わかりました、ありがとうございます。  

議長（齋藤義治委員） この１種、２種、３種のことですが、実は、県央のほうでこ

ういうケースがございました。現況２種だったところに、近所に接骨院を業者

がもってきて、３種農地にするということが、現実に行われております。 

    ですから、計画的にやろうと思えば、今、西山委員が言われたように、２種

から３種になる農地があろうかと思います。でも、これは、将来的には、ある

程度規制はされると思いますが、現実的には、今のところそういうことが行わ

れているということもあります。  

    ですから、隣同士で、筆が違うと、片方は２種だけれども、片方は３種とい

うふうなことがある土地も出てくるはずです。 

    よろしいですか、それぐらいで。  

１３番（西山弘行委員） はい。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） それでは、ないようでございますので、採決をいたします。 

議案第６７号について、承認をすることに御異議はございませんか。 

「異議なし」の声多数 
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議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６７号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります 

 日程第３、議案第６８号「非農地証明願について」を上程いたします。  

    事務局からの説明を求めます。 

    大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） それでは、御説明をさせていただきます。 

    地区、御所見・遠藤。番号１。申請人、住所氏名、記載のとおり。当該農地、

地番、宮原。地目、畑。地積、２４１㎡。内容、昭和３５年頃から車庫、物置

及びトイレの敷地として利用し、現在に至る。確認資料、平成８年航空写真。

現地確認日、令和５年１月１２日。 

以上で、説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    １７番、吉川委員。 

１７番（吉川 誠委員） 資料は２３ページをお開きください。 

本件の申請地は、県道 丸子・中山・茅ヶ崎線にある「宮原」交差点から北に

約１００ｍの土地になります。  

    申請者は、宮原の土地を昭和３５年頃から車庫、物置及びトイレの敷地とし

て利用し、現在に至っているとのことでございます。  

農地の区分は、前面が建築基準法上の道路であり、水道管及び下水管が埋設

されており、近隣には湘南ごしょみ眼科と第一宮原公園があるため、「第３種

農地」と判断いたしました。 

神奈川県の「農地法の適用を受けない土地に係る運用指針」に規定する非農

地の定義を全て満たしており、令和５年１月１２日に私、吉川と、事務局職員

で現地調査を行い、申請どおりであることを確認しております。  

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見、質問はございませんか。 
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   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。 

     議案第６８号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６８号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第４、議案第６９号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」

を上程いたします。 

 事務局の説明を求めます。 

大西上級主査。 

事務局（大西裕輝上級主査） それでは、説明をさせていただきます。 

地区、六会・長後。番号１。被相続人、住所氏名、記載のとおり。相続人、

住所氏名、記載のとおり。特例農地、地番、湘南台七丁目、２筆。地目、いず

れも畑。地積、合計７９９．７６㎡。区域区分、いずれも生産緑地。相続開始

年月日、令和４年８月９日。経営面積、３，４８７㎡。現地確認日、令和５年

１月１２日。 

続きまして、番号２。被相続人、住所氏名、記載のとおり。相続人、住所氏

名、記載のとおり。特例農地、地番、高倉、３筆。地目、いずれも畑。地積、

合計２，１１３．２４㎡。区域区分、いずれも生産緑地。相続開始年月日、令

和４年５月２７日。経営面積、７，１６０㎡。現地確認日、令和４年１２月２

７日。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、番号１について意見を求めます。  

    ２０番、佐川委員。 

２０番（佐川俊夫委員） 番号１の説明を行います。 
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本件につきましては、令和５年１月１２日に事務局職員及び私、佐川で現地

確認を行いました。 

現地の状況は、花苗を生産し、適正に管理されていました。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見、質問はございませんか。 

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、続きまして、番号２について意

見を求めます。 

   ２２番、澤野委員。 

２２番（澤野孝行委員） 本件につきましては、令和４年１２月２７日に、事務局職

員及び私、澤野で現地確認を行いました。  

現地の状況といたしましては、野菜の作付け準備中であり、適正に肥培管理

されておりました。 

以上です。 

議長（齋藤義治委員） 他に意見、質問はございませんか。  

    山口委員。 

１１番（山口貞雄委員） 今の説明の中で、特例農地の欄の、２２７㎡のうちの２１

３．７５、また、その下の欄もそうですけれども、２のほうも、７３３㎡のうち

の６８１．９７、この差異について、御説明をお願いいたします。  

議長（齋藤義治委員） 草柳主幹。 

事務局（草柳真治主幹） こちらについては、通路であったり、あるいは農業用施設

であって、コンクリートを敷いておりまして、耕作できるような状況ではないと

ころ、こちらについては、納税猶予の対象から外しておりまして、差が出ている

ということになっております。 

議長（齋藤義治委員） よろしいですか。 

１１番（山口貞雄委員） はい。 

議長（齋藤義治委員） 福岡委員。 
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２５番（福岡則夫委員） 同じ内容ですけれども、コンクリートを敷いているとか何

とか、幾つかありましたけれども、具体的に、こういうものは外さなければいけ

ないというのは、農業委員会でわかればお願いします。 

議長（齋藤義治委員） 草柳主幹。 

事務局（草柳真治主幹） 最終的には、税務署の判断になるのですが、税務署からは、

コンクリートを敷いていたりして、要は耕作できないところは対象外ということ

は、見解は聞いております。 

議長（齋藤義治委員） よろしいですか。 

２５番（福岡則夫委員） はい。 

議長（齋藤義治委員） 他に、意見、質問はございませんか。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第６９号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第６９号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第５、議案第７０号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

明願について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） 本件の番号１番につきましては、買取りの申出事由

の生じた者の住所及び氏名、記載のとおり。買取り申出事由、故障。買取り申

出事由発生日、令和４年１２月２８日。農業従事者の区分、農業の主たる従事

者。申出をする者の住所及び氏名、申出事由の生じた者との関係、記載のとお

り。買取り申出をする土地、所在及び地番、長後の４筆。地目、いずれも畑。

地積、４筆合計２，９４６㎡。 
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本申請について、申出人への状況確認と、農地台帳の従事日数（年間３００

日）より、買取り申出事由の生じた者が農作業を行っていたことが確認できる

ことから、買取り申出事由の生じた者は、「農業の主たる従事者」に該当する

ものと判断いたしました。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見、質問を求めます。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第７０号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７０号について、承認することに決定をい

たします。 

次に移ります。 

日程第６、報告第１９号「農地の貸借の合意解約通知について」を上程いた

します。 

    事務局からの説明を求めます。  

    松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） それでは、日程第６、報告第１９号「農地の貸借の

合意解約通知について」、説明をさせていただきます。  

    番号１は、別の方に貸借するため、使用貸借権を合意解約する旨の通知を受

けたもので、この土地の新たな貸付けについては、日程第７、議案第７１号の

「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の申し出について」に上程さ

れております。 

番号２も、別の方に貸借するため、使用貸借権を合意解約する旨の通知を受

けたもので、この土地の新たな貸付けについては、日程第７、議案第７１号の

「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の申し出について」に上程さ

れております。 
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    以上で、説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、報告事項でございますので、お目通し

の上、御質問等がございましたら、お願いをいたします。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第１９号を終了いたします。 

    次に移ります。 

日程第７、議案第７１号「農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等の

申し出について」を上程いたします。  

事務局の説明を求めます。 

松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） それでは、日程第７、議案第７１号「農業経営基盤

強化促進法に基づく利用権設定等の申し出について」、説明をさせていただ

きます。 

番号１は、用田で新たに農業経営を開始する法人の新規借受分で、資料は２

４ページからになります。当該地では、農業体験農園として、ナス、ピーマン

等を栽培していく予定となっております。 

１月の御所見・遠藤の地区協議会におきまして、法人代表者と面談をし、就

農計画等について確認しております。  

番号２は、用田や獺郷等で４３ａを耕作する方の更新借受分です。 

    番号３から番号６は、宮原を中心に６８ａを耕作する方の新規借受分で、当

該地では、トマト等を栽培していく予定となっております。  

番号７は、遠藤で２０ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では、キャベ

ツ等を栽培していく予定となっております。 

番号８は、亀井野を中心に８６ａを耕作する方の新規借受分で、当該地では

長ネギ等を栽培していく予定となっております。  

なお、今回の筆の一部を借りますが、残りの部分も、別の方に貸し付けてお

り、終期に合わせ存続期間は３年３か月となっております。  
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番号９は、大庭で１９ａを耕作する法人の更新借受分で、別に借り受けてい

る農地の終期と合わせるため、存続期間は２年１１か月となっております。  

なお、利用権設定を行う農地については、現地確認を行い、特段問題はござ

いませんでした。 

以上で、説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局の説明が終わりました。 

それでは、本件について意見、質問を求めます。 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

議案第７１号について、承認することに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７１号について、承認することに決定をい

たします。 

    次に移ります。 

    日程第８、議案第７２号「農地中間管理事業に係る農業経営基盤強化促進法

に基づく農用地利用集積計画の決定について」を上程いたします。  

事務局の説明を求めます。 

    松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） それでは、日程第８、議案第７２号「農地中間管理

事業に係る農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定につい

て」、説明をさせていただきます。 

番号１及び番号２は、用田を中心に４００ａを耕作する方の新規借受分で、

当該地ではキャベツ等を作付けする予定となっております。 

番号３は、葛原で３９ａを耕作する方の新規借受分で、当該地ではニンジン

等を作付けしていく予定となっております。  

番号４は、遠藤と宮原で２３ａを耕作する方の新規借受分で、当該地ではピ

ーマンを作付けしていく予定となっております。  
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番号５は、高倉で４９ａを耕作する方の更新借受分で、別に借り受けている

農地の終期と合わせるため、存続期間は２年１１か月となっております。  

なお、こちらについても、現地確認を行い、特段問題はございませんでした。 

以上で、説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。 

    草柳主幹。 

事務局（草柳真治主幹） 一点、修正をさせてください。先ほどの日程第７、議案第

７１号の、番号９で、２年１１か月ということで説明をさせていただきました

が、これは記載のとおり３年となっていますので、そこは訂正をさせていただ

きます。 

    以上です。 

議長（齋藤義治委員） 何かほかに質問等はございませんか。  

   ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第７２号について、承認をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案７２号について、承認することに決定をいた

します。 

    次に移ります。 

日程第９、報告第２０号「藤沢市農業委員会規程第９条第２項に基づく報告

について」を上程いたします。  

    事務局の説明を求めます。 

松下事務職員。 

事務局（松下翔太郎事務職員） 本件につきましては、まず、１３ページから１５ペ

ージまでが、「農地法第３条の３第１項の規定による届出」でございます。 

    御所見・遠藤地区が１件、六会・長後地区が２件、藤鵠・村岡・明治地区が
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１件の、合計４件となっております。  

続きまして、１６ページが「農地法第４条第１項第８号の規定による転用届

出」でございます。 

藤鵠・村岡・明治地区が２件となっております。 

続きまして、１７ページから２１ページまでが「農地法第５条第１項第７号

の規定による転用届出」でございます。 

御所見・遠藤地区が１件、六会・長後地区が５件、藤鵠・村岡・明治地区が

９件、合計１５件となっております。 

以上で、説明を終わります。 

議長（齋藤義治委員） 本件につきましては、いずれも報告事項でございますので、

お目通しの上、御質問等がございましたらお願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、報告第２０号を終了いたします。 

次に移ります。 

日程第１０、議案第７３号「農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議」を上

程いたします。 

    事務局の説明を求めます。 

    草柳主幹。 

事務局（草柳真治主幹） 日程第１０、議案第７３号「農業委員会の法令遵守の申し

合わせ決議」でございます。 

こちらについては、令和元年に、他県の農業委員会において不祥事が多発し

たことを受けまして、全国農業会議から、綱紀粛正を図るため、各農業委員会

で申し合わせ決議を行うよう通達があったものでございまして、これは毎年行

いなさいということですので、今回も上げさせていただいております。  

それでは、読み上げさせていただきます。  

 

農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議  
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私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、農業者の公的な代表機関

である農業委員会組織の一員として、法令に則り適正に農地制度を運用し、

農地利用の最適化を実現する責務を負っている。  

特に、農地制度に基づく許認可に係る事務については、個人情報に接す

ることも多く、公平・公正な運用はもちろんのこと、個人情報保護も徹底

しなければならない。 

私たち農業委員、農地利用最適化推進委員は、高い倫理観を持ち、法令

遵守を徹底するため、下記事項についてここに申し合わせ、決議する。  

記 

１．農業委員会が担っている職務と責任を改めて自覚し、法令に則り適

正に農地制度を運用すること。特に、農業委員会法第３１条の議事参

与の制限、同第３３条の議事録の公表を適切に実施して、農業委員会

の議事の公正さを確保すること。 

２．農業委員、農地利用最適化推進委員としての高い倫理観を維持し、

法令遵守を徹底するため、研修等を通じて意識啓発を図ること。  

令和５年１月２５日 藤沢市農業委員会 

以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） 事務局からの説明が終わりました。 

    それでは、本件について意見を求めます。  

    何かございましたら、お願いをいたします。  

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  

議長（齋藤義治委員） ないようでございますので、採決をいたします。  

    議案第７３号について、決議をすることに御異議はございませんか。  

「異議なし」の声多数 

議長（齋藤義治委員） それでは、議案第７３号について、決議することに決定をい

たします。 

    以上で、本日予定をしておりました議事については、全て終了いたしました。  
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事務局から、報告事項等はございますか。 

    草柳主幹。 

事務局（草柳真治主幹） 私から何点か御報告をさせていただきます。  

お手元にお配りしました、まずクリップ止めの「令和６年度県農林業施策並

びに予算に関する要望」及び「令和６年度県農地等利用最適化の推進に関する

意見」の提出について、でございます。 

こちらについては、毎年県知事に要望する意見を、また、今年も募集いたし

ますので、別紙意見書の書式を御用意させていただきましたので、こちらに御

記入いただいて、２月の２７日、月曜日までに事務局まで提出いただければと

思います。 

なお、こちらの意見書の書式にこだわることなく任意の書式でも結構ですし、

メールでいただく場合には、ベタ打ちでも結構ですので、事務局までお寄せく

ださい。 

参考資料としまして、昨年、藤沢市から出した意見書と、自由民主党が県知

事に対して出した意見と、その回答をつけさせていただきましたので、参考に

御覧いただければと思います。  

続きまして、こちらも配付させていただきました「令和４年度 第２回就農状

況報告会兼中間評価会 開催要領」でございます。 

こちらにつきましては、２月初旬に圃場の巡回ということで、各担当地区の

委員さんには御出席いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

なお、担当地区外の委員さんにも配付をさせていただきましたので、御覧い

ただいて、もし興味があるところ、箇所がございましたら、参加希望をいただ

ければ、調整をさせていただきますので、参加希望の場合には、できましたら

２月の初旬ぐらいまでに、事務局まで御連絡をいただければと思います。  

最後に、カラー刷りの「２０２２年度かながわ農業法人セミナー」というチ

ラシですけれども、こちらにつきましは、神奈川県農業会議からセミナー開催

の案内が来ておりますので、参考までに配付をさせていただいています。参加

希望がありましたら、直接神奈川県農業会議にお申し込みいただければと思い
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ます。 

    事務局からは、以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） そのほかに、皆様方から、何かありますか。 

    神﨑委員。 

２４番（神﨑享子委員） 済みません、議案とは関係ないのですが、報告とお願いを

させていただいてもよろしいですか。  

議長（齋藤義治委員） どうぞ。 

２４番（神﨑享子委員） 全国組織として、「女性農業委員の会」というのがござい

まして、私、一応神奈川県の副会長をさせていただいています。  

    コロナ禍でなかなか活動はできないのですが、昨年の１１月末に、「関東ブ

ロック女性農業委員会」が栃木県でありまして、いろいろな熱意ある取り組み

を聞いてまいりました。 

    その中で、農協さんと共催で女性向けの農業機械安全講習会を、女性農業委

員の方たちが開いていらっしゃいます。それを通して仲間づくりをしていった

というようなお話もありまして、初心に返る思いがいたしました。 

    それで、先日、１月に入ってからですけれども、ＪＡさがみさんの主催で、

女性向けの農業機械安全講習会がございまして、そこへ女性農業委員の田代委

員、上田委員と一緒に参加して、いろいろ勉強をしてまいりました。そこへは、

新規就農５年目の葛原の女性農業者、新規就農者の方もお誘いして、一緒に勉

強してきました。 

    私たちは、少しでも女性農業者の仲間づくりや、支援とまではいかないまで

も、ともに勉強させていただく立場ですけれども、一緒にやっていきたいと思

っていますので、皆さんも、そういう方がいらっしゃったら、どうぞ御紹介く

ださい。 

    次に、男女共同参画についてのお願いをしたいと思います。  

６月に農業委員並びに農地利用最適化推進委員の改選もございますが、私の

意見というか、思いを伝えさせてください。  

    拙い意見なので、『農業新聞』に載っていた国谷裕子さんというＮＨＫで活
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躍された女性キャスターで、今はジャーナリストとして活躍していらっしゃい

ますが、今年の１月１９日付の「日本の針路２３」という新聞からの切り抜き

で、中略なので、わかりにくかったら申し訳ないのですが、少しだけ読ませて

ください。 

       単に働く場だけではなく、どこまで意思決定にかかわれているかが重

要で、女性が、自己実現ができないと考えると、地域に帰ってこない。 

農業委員やＪＡの役員に占める女性の割合は、農山村地域のジェンダ

ー平等を計る物差しになる。２１年度の女性役員の比率は、農業委員で

１２．３％、ＪＡは５．４％、さらにジェンダー平等の計画を設定しな

いＪＡは、全体の２割にのぼっており、対応は急務だ。  

       組織の中で、女性役員の方が１人、２人では取り組み不足だと言わざ

るを得ない。少数派でも、全体の３割を超えると、初めて物事の決定に

大きな影響を与えるようになる。「黄金の３割」の実現が、まずは重要

だ。 

       現場で取材をすると、男女間の性別や役割意識に加え、世代間の意識

の差も大きいと聞く。今の状況に危機感を持たなければ、農業は女性か

ら見放されるし、地域からの女性の思いを受けとめることができなくな

る。 

       地域におけるＪＡの果たす役割は大きく、女性が活躍できる場がある

ことを見せていくことが求められている。 

    切り抜きは以上です。 

    これは、ＪＡだけでなく農業委員会等いろいろなところに言えると思います。 

今回、改選の地域におかれましては、どうぞ女性の農業者の方で、この方、

という方がいらっしゃったら、ぜひぜひ応援してください。よろしくお願いい

たします。 

    以上でございます。 

議長（齋藤義治委員） ただいま神﨑委員から、「女性の参画」ということで意見が

ございました。確かに農業関係では、女性の参加が非常に少ないというのが現
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実でございます。たまたま今年は農業委員、推進委員の改選時期でございます

ので、できましたら、一人でも多くの女性委員の方をふやしていきたいと思っ

ておりますので、ぜひともよろしくお願いをしたいと思います。  

    これは、ほかの市町村でも同じような悩みがあって、極端に農業委員会の中

の女性がゼロというところもございますが、そういうことがなくなるように、

これからも進めていきたいと思っております。よろしくお願いをいたします。  

    何かほかに御意見等がございますか。 

（意見、質問等 なし） 

議長（齋藤義治委員） それでは、以上をもちまして１月の総会を閉会といたします。 

    委員の皆様方におかれましては、大変長時間にわたり御審議をしていただき

まして、まことにありがとうございました。 

    傍聴の方、御協力いただきまして、ありがとうございました。  

     

閉会 午後３時４６分 
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以上のとおり相違ありません。 

 

議  長      齋 藤 義 治 

 

署名委員（   番） 

 

署名委員（   番） 

 


